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 新ごみ処理施設を巡る広域協議について、コロナ禍であり、説明会等の開催を最小限に留

める必要があることから、前回に引き続き、書面での報告としました。内容は以下のとおりで

す。ぜひ、ご一読くださるようお願い申し上げます。 

 

 

 令和３年６月２５日付で全戸配布した「新ごみ処理施設に関する事務の進展について」で

記述したとおり、鴻巣市長、北本市長の連名で、吉見町長に対し、新たなごみ処理施設の整備

促進に係る基本的な考え方について３項目の提案（令和３年６月３日）がなされていました。 

 吉見町は、この提案を踏まえつつ、今後のごみ処理のあり方についてさらに協議を深めて

いく必要があるとの考えから、令和３年９月１６日、鴻巣市役所にて、「鴻巣市 北本市 吉見

町 新たなごみ処理施設の整備促進に関する基本合意書」を締結しました。基本合意の内容は、

以下の４項目です。 

 

 

 

Ⅰ 新たなごみ処理施設の整備促進に関する枠組み 

 鴻巣市、北本市、吉見町の２市１町による枠組みで、埼玉中部環境保全組合を事業

主体として、新たなごみ処理施設の建設を行う。 
 

Ⅱ 新たなごみ処理施設の建設予定地 

 施設の建設予定地は、鴻巣市郷地安養寺地内とする。 
 

Ⅲ 新たなごみ処理施設の整備促進に関する事務局 

 事務局は、埼玉中部環境保全組合内に設置する。 
 

Ⅳ 補  則 

 本合意書に定めのない事項及び本合意書について疑義が生じたときは、鴻巣市、北

本市、吉見町で協議のうえ、決定するものとする。 
 

 

 

 この基本合意を踏まえ、新たなごみ処理施設の整備に関する協議は、埼玉中部環境保全組

合（鴻巣市、北本市、吉見町で構成し、現在、共同でごみ処理を行っている一部事務組合）で

取り組むことになります。今後、２市１町のごみ処理に実績のある当組合を中心に、令和４年

４月から具体的な協議がスタートする予定です。引き続き、町民皆さまのご意見等を参考に、

将来にわたって安定的で効率性の高いごみ処理のあり方について協議を進めてまいります。 
 

 以上、進捗状況を報告しました。なお、ご意見等については、連絡先へご一報ください。 

皆さまのご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。 
 

令和３年９月２７日     

連絡先 吉見町 環境課 電話 ５４‐７８１１ 

全戸配布 

１．「新たなごみ処理施設の整備促進に関する基本合意書」の締結 

２．「新たなごみ処理施設の整備促進に関する基本合意書」の内容 

３．今後の協議について 


